
電気料金プラン定義書【サマリーポケットあかり・ライト】 
実施：２０２４年８月１日 
 
 
電気料金プラン定義書【サマリーポケットあかり・ライト】（以下「サマリ
ーポケットあかり・ライトの定義書」といいます。）は、当社の電気需給約
款（以下「電気需給約款」といいます。）にもとづき、電灯または小型機器
をご使用のお客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件を定めたも
のです。なお、サマリーポケットあかり・ライトの定義書に定める基本料金、
電力量料金、割引額および燃料費調整における基準単価の金額は、全て消費
税等相当額を含みます。 

 
１．実施期日 
サマリーポケットあかり・ライトの定義書は、２０２４年８月１日より実
施します。 
 

２．定義 
電気需給約款に定義される用語は、サマリーポケットあかり・ライトの定
義書においても同様の意味で使用します。 
また、次の言葉は、サマリーポケットあかり・ライトの定義書において次
の意味で使用いたします。 
(1) 宅配型収納サービス（以下、「サマリーポケット」といいます。） 

株式会社サマリーが当該名称で提供する、収納サービスをいいます。 
サービスの詳細はサマリーポケットの公式サイトや利用規約及び当 
社ホームページをご確認ください。 

(2) サマリーポケットの当社特典 
サマリーポケットあかり・ライトをご契約いただいたお客さまが利用 
可能なサマリーポケットの特典となります。サマリーポケットの特典 
対象ボックスの中から２箱をお選びいただけます。その月額保管料が 
無料となります。 

(3) サマリーポケットのシリアルコード 
サマリーポケットの当社特典を利用するために必要なコードをいい 
ます。  

 
３．適用条件 
サマリーポケットあかり・ライトの定義書にもとづく電気料金プラン（以
下「サマリーポケットあかり・ライト」といいます。）は電灯または小型機
器をご使用のお客さま向けのプランとし、次のいずれにも該当するものに
適用します。 

(1) 契約電流が１０アンペア以上であり、かつ、６０アンペア以下であるこ
と。 

(2) １需要場所において動力をご使用のお客さま向けのプランとあわせて
契約する場合は、契約電流と契約電力との合計（この場合、１０アンペ
アを１キロワットとみなします。）が５０キロワット未満であること。
ただし、１需要場所において動力をご使用のお客さま向けのプランと
あわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、当社が認めたと
きは、(1)に該当し、かつ、(2)の契約電流と契約電力との合計が５０キ
ロワット以上であるものについても適用することがあります。この場
合、送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備
を施設することがあります。 

(3) サマリーポケットあかり・ライトの定義書で定義される電気を動力に使
用しないこと。 

 
４．供給電気方式、供給電圧および周波数 
供給電気方式および供給電圧は、交流単相２線式標準電圧１００ボルトま
たは交流単相３線式標準電圧１００ボルトおよび２００ボルトとし、周波
数は、標準周波数５０ヘルツとします。ただし、技術上やむをえない場合
には、交流単相２線式標準電圧２００ボルトまたは交流３相３線式標準電
圧２００ボルトとすることがあります。 
 

５．契約電流 
(1) 契約電流は、１０アンペア、１５アンペア、２０アンペア、３０アンペ

ア、４０アンペア、５０アンペアまたは６０アンペアのいずれかとし、
１年間を通じての最大負荷を基準としてお客さまから申し出ていただ
きます。ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合
は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電流の値
を引き継ぐものとします。 

(2) 送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置を 
取り付けることがあります。 

 
６．適用開始日 
(1) サマリーポケットあかり・ライトの適用開始日は、電気需給約款６に規

定する電気需給契約の申し込みの場合には、電気需給約款９(1)に規定
する需給開始日とします。 

(2) 電気需給約款２９に規定する電気料金プランの変更の場合には、原則と
して、当社が変更を承諾した後に到来する電気の計量日とします。 

 
７．電気料金 
電気料金は、基本料金、電力量料金および電気需給約款別表１(3)の規定に
よって計算された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計から割引額を
差し引き、１円未満の端数を切り捨てたものとします。 

(1) 基本料金 
基本料金は、１か月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気
を使用しない場合の基本料金は、半額とします。 

契約電流１０アンペア １，３２０．００円 
契約電流１５アンペア １，３２０．００円 
契約電流２０アンペア １，３２０．００円 

契約電流３０アンペア １，３２０．００円 
契約電流４０アンペア １，６０６．００円 
契約電流５０アンペア １，８９２．００円 
契約電流６０アンペア ２，１７８．００円 

 
(2) 電力量料金 

１か月の電力量料金は、電気需給約款１６に規定する当月の使用電力
量により、次のとおりとします。ただし、別表１(1)①の規定によって
計算された平均燃料価格が４４，２００円を下回る場合は、別表１(1)
④の規定によって計算された燃料費調整額を差し引いたものとし、別
表１(1)①の規定によって計算された平均燃料価格が４４，２００円を
上回る場合は、別表１(1)④の規定によって計算された燃料費調整額を
加えたものとします。 
 

電
力
量
区
分 

最初の１２０キロワット時までの 
１キロワット時につき １９．８６円 

１２０キロワット時をこえ 
３００キロワット時までの 
１キロワット時につき 

２５．４５円 

３００キロワット時をこえる 
１キロワット時につき ２７．６３円 

 
(3) 割引額 

① 割引額は、②に規定する割引前料金額に③に規定する割引率を乗じ
て算定し、算定結果の１円未満の端数を切り上げたものとします。 

② 割引前料金額は、(1) に規定する基本料金と(2) に規定する電力量
料金（燃料費調整額を含む）の合計とします。 

③ 割引率は、電気を使用する需要場所において、当社との間で締結し
ているガス使用契約の種別に応じて設定します。その割引種別、適
用条件ならびに割引率は次のとおりです。 

ａ.ペア割 
(定率) 

家庭用ガス暖房プラン、家庭用ガス温水
床暖房プランならびに家庭用コージェネ
レーションシステムプラン以外の当社と
のガス使用契約を締結していること 

０．５％ 

ｂ.ほっと割 
(定率) 

家庭用ガス暖房プランまたは家庭用ガス
温水床暖房プランを締結していること ０．７％ 

ｃ.ピカ割 
(定率) 

家庭用コージェネレーションシステム 
プランを締結している １．０％ 

④ 電気需給約款１８の規定により電気料金を日割計算する場合であ
っても、割引額は日割計算しません。 

⑤ 原則、割引料金は電気の需給開始日より適用させていただきます。
③の規定にかかわらず、電気の計量日において、新たにガスの使用
を開始していない場合は、当該計量日を含む使用期間の割引額は０
円とします。 

⑥ お客さまが、③に規定する適用条件を満たさないことが判明した場
合は、判明した日以降に到来する電気の計量日を含む使用期間の割
引額は０円とします。 

⑦ お客さまがガス使用契約の種別を変更した場合は、変更後のガス使
用契約の種別に応じて割引種別を変更し、適用します。変更後の割
引種別は、変更後のガス使用契約成立日以降に到来する電気の計量
日を含む使用期間に適用します。 

⑧ 割引種別の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説
明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合
は、電気需給約款４(2)および(3)の規定に準じます。 

 
８．サマリーポケットの当社特典 
(1) 当社は、サマリーポケットあかり・ライトを契約されたお客さまに対し 

て、当社での手続きが完了次第サマリーポケットのシリアルコードを 
通知いたします。 

(2) サマリーポケットのシリアルコードをご利用いただくには、サマリーポ 
ケットのアカウントが必要です。アカウント登録時に株式会社サマリ 
ーが定める情報を登録していただく必要があります。 
アカウント登録完了後、サマリーポケットの当社特典が適用となりま 
す。 

(3) お客さまがサマリーポケットのシリアルコードを入力しない場合や、株 
式会社サマリーがサマリーポケット利用規約を変更した場合等、当社 
の責めによらない理由により、お客さまに不利益が生じても、当社はそ 
の責めを負いません。 

(4)  サマリーポケットの当社特典はサマリーポケットあかり・ライトの解約 
日の属する月の翌月末までご利用可能です。 

(5) サマリーポケットあかり・ライトを契約中に、サマリーポケットの当社
特典対象ボックスの保管が無くなった場合でも、電気料金プランは変
更となりません。変更をご希望される場合は、当社へお申し込みくださ
い。 

 
９．契約電流または電気料金プランの変更 
(1) 当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申し込みを承諾した場合に

は、変更後の契約電流にもとづく基本料金を、原則として、変更を承諾
した後に到来する電気の計量日より始まる使用期間の電気料金の計算
に適用します。 

(2) お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電流を新たに設



 
 

定もしくは変更した後の計量日から１年目の日が属する月の計量日ま
で、契約電流を変更することはできません。 

(3) 当社は、お客さまがこの定義書にもとづく契約の適用開始日の直後の計
量日から１年目の日が属する月の計量日の経過前に、他の電気料金プ
ランへの変更を申し込まれた場合、その申し込みを承諾できないこと
があります。 

(4) 契約電流または電気料金プランの変更にともない、当社がお客さまに対
し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交
付を行う場合は、電気需給約款４(2)および(3)の規定に準じます。 

(5)  サマリーポケットあかり・ライトからサマリーポケットプランへ変更す
る場合は、サマリーポケットの当社特典も継続利用できます。 

(6) サマリーポケットあかり・ライトをサマリーポケットプラン以外の電気
料金プランへ変更もしくは解約した場合、変更日もしくは解約日が属
する月の翌月末までサマリーポケットの当社特典をご利用いただけま
す。 

(7) サマリーポケットあかり・ライトをサマリーポケットプラン以外の電気
料金プランへ変更もしくは解約し、翌々月1日以降もボックスの保管が
ある場合、お客さまはサマリーポケットをサマリーポケットの当社特
典なしの通常料金で継続利用することができます。継続利用をご希望
されない場合は、別途お客さまにて、サマリーポケットの当社特典対象
ボックスの取り出し手続きを行っていただく必要があります。 

(8) サマリーポケットあかり・ライトを他の電気料金プランへ変更した場合
で、契約容量３０アンペア未満のお客さまは、３０アンペア以上の契約
容量に変更いただく必要があります。 
 

 
１０．サマリーポケットあかり・ライトの定義書の変更および廃止 
(1) 当社は、サマリーポケットあかり・ライトの定義書を変更する場合には 

電気需給約款４の規定に準じます。 
(2) 当社は、サマリーポケットあかり・ライトの定義書を廃止することがあ

ります。この場合、当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよ 
び廃止日を当社ホームページに掲載します。 

(3) サマリーポケットあかり・ライトの定義書の廃止にともない、当社がお
客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結
後の書面交付を行う場合は電気需給約款４(2)および(3)の規定に準じ
ます。 

(4) 株式会社サマリーが定めるサマリーポケット利用規約の変更により、 
この料金表を変更する必要性が生じた場合、当社は、変更後のサマリ 
ーポケット利用規約をふまえ、この料金表を変更することがあります。 

 
１１．その他 
(1) お預けいただいたサマリーポケットの当社特典対象ボックスの取り出 

しには、別途株式会社サマリーが定める取り出し送料が発生します。 
(2) 取り出し送料等、サマリーポケットの当社特典対象外に関する費 
   用の決済方法については株式会社サマリーが定める手段に従うものと 
   します。 
(3) 当社供給区域内にお引越しされ、かつ、サマリーポケットあかり・ラ 

イトを継続される場合もしくはサマリーポケットプランに変更する場 
合は、お引越し連絡の際に当社にその旨をお知らせください。 
当社にて必要な継続手続きを行います。お知らせが無い場合は、シリア 
ルコードが継続利用できない場合がございます。 

(4)  お引越し先が当社供給区域外の場合、サマリーポケットあかり・ライ 
トの継続はできません。 

(5) サマリーポケットあかり・ライトをご契約中のお客さまは、サマリーポ 
ケットの当社特典に対してサマリーポケットの他のクーポン・キャン 
ペーンとの併用はできません。 

(6) その他、サマリーポケットの各サービスの詳細・最新情報については、 
サマリーポケット公式サイト、サマリーポケット利用規約等をご確認 
ください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

別 表 
 
１．燃料費調整 
 
(1) 燃料費調整額の計算 
 

① 平均燃料価格 
原油換算値１キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸
入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって計算され
た値とします。なお、平均燃料価格は、１００円単位とし、１００
円未満の端数は、１０円の位で四捨五入します。 

 
平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

 
Ａ＝各平均燃料価格計算期間における１キロリットル当たりの 
  平均原油価格 
Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における１トン当たりの 
  平均液化天然ガス価格 
Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における１トン当たりの 
  平均石炭価格 
α＝０．１９７０ 
β＝０．４４３５ 
γ＝０．２５１２ 

 
また、各平均燃料価格計算期間における１キロリットル当たりの平
均原油価格、１トン当たりの平均液化天然ガス価格および１トン当
たりの平均石炭価格の単位は、１円とし、その端数は、小数点以下
第１位で四捨五入します。 

 
② 燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。なお、
燃料費調整単価の単位は、１銭とし、その端数は、小数点以下第１
位で四捨五入します。 

 
イ．１キロリットル当たりの平均燃料価格が４４，２００円を下

回る場合 
 
燃料費調整単価 
＝（４４，２００円－平均燃料価格） 

×（(2)の基準単価÷１，０００） 
 
ロ．１キロリットル当たりの平均燃料価格が４４，２００円を上

回る場合 
 
燃料費調整単価 
＝（平均燃料価格－４４，２００円） 

×（(2)の基準単価÷１，０００） 
 
③ 燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料
費調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単
価適用期間に使用される電気に適用します。各平均燃料価格計算期
間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりとします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 
毎年１月１日から３月３１日 
までの期間 

その年の５月の計量日から 
６月の計量日の前日までの期間 

毎年２月１日から４月３０日 
までの期間 

その年の６月の計量日から 
７月の計量日の前日までの期間 

毎年３月１日から５月３１日 
までの期間 

その年の７月の計量日から 
８月の計量日の前日までの期間 

毎年４月１日から６月３０日 
までの期間 

その年の８月の計量日から 
９月の計量日の前日までの期間 

毎年５月１日から７月３１日 
までの期間 

その年の９月の計量日から 
１０月の計量日の前日までの期間 

毎年６月１日から８月３１日 
までの期間 

その年の１０月の計量日から 
１１月の計量日の前日までの期間 

毎年７月１日から９月３０日 
までの期間 

その年の１１月の計量日から 
１２月の計量日の前日までの期間 

毎年８月１日から１０月３１日 
までの期間 

その年の１２月の計量日から翌年 
の１月の計量日の前日までの期間 

毎年９月１日から１１月３０日 
までの期間 

翌年の１月の計量日から 
２月の計量日の前日までの期間 

毎年１０月１日から 
１２月３１日までの期間 

翌年の２月の計量日から 
３月の計量日の前日までの期間 

毎年１１月１日から翌年の１月 
３１日までの期間 

翌年の３月の計量日から 
４月の計量日の前日までの期間 

毎年１２月１日から翌年の２月 
２８日までの期間（翌年が閏年 
となる場合は、翌年の２月２９
日までの期間） 

翌年の４月の計量日から 
５月の計量日の前日までの期間 

 
④ 燃料費調整額 

燃料費調整額は、その１月の使用電力量に②によって計算された燃
料費調整単価を適用して計算します。 

 
 

 
(2) 基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が１，０００円変動した場合の値で、次の
とおりとします。 
１キロワット時につき ０．２３２円 

 
(3) 燃料費調整単価等のお知らせ 

当社は、(1)①に規定する各平均燃料価格計算期間における１キロリッ
トル当たりの平均原油価格、１トン当たりの平均液化天然ガス価格、
１トン当たりの平均石炭価格および(1)②の規定によって計算された燃
料費調整単価を当社ホームページに掲載します。 

 
 
 
 


